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は
じ
め
に

　
五
世
紀
頃
に
倭
国
に
馬
が
も
た
ら
さ
れ
、
馬
の
飼
養
お
よ
び
利
用
が
始
ま
っ

た
。
こ
れ
は
考
古
学
的
に
も
確
認
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
。
当
初
、
馬
の
飼
養

に
当
た
っ
た
の
は
倭
（
大
和
）・
河
内
の
馬
飼
た
ち
で
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の

史
料
に
倭
馬
飼
・
河
内
馬
飼
が
み
え
る
が
、
そ
の
実
態
は
さ
ほ
ど
明
瞭
で
は
な

い
。
彼
ら
が
大
和
・
河
内
に
お
い
て
馬
を
飼
養
し
、
王
権
に
よ
る
馬
の
利
用
を

支
え
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
お
そ
ら
く
当
時
の
馬
飼
養
の
中
心
と
な
る
集

団
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
井
上
光
貞
（
１
）

は
馬
飼
部
を
い
わ
ゆ
る
職
業
部
の
ひ
と
つ
に
分
類
し
、
倭
・

河
内
の
馬
飼
に
ふ
れ
、
各
地
の
伴
造
（
馬
飼
造
）
を
統
轄
す
る
上
級
の
存
在
が

み
あ
た
ら
ず
、
馬
司
と
も
い
う
べ
き
ひ
と
つ
の
官
司
に
属
し
た
と
指
摘
し
た
。

平
野
邦
雄
（
２
）

は
、
職
業
部
な
ど
の
部
民
制
と
、
五
世
後
半
に
渡
来
し
た
、
漢

人
系
の
百
済
才
伎
の
間
に
は
き
わ
め
て
緊
密
な
脈
絡
が
あ
り
、
お
お
む
ね
職
業

部
は
東
西
漢
氏
の
配
下
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
平
野
の
部
民
論
の
中

核
を
な
す
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
馬
飼
の
ケ
ー
ス
に
も
ふ
れ
、
八
世
紀
の
雑

戸
解
放
の
時
に
鍛
冶
・
造
兵
司
の
雑
工
戸
と
同
一
に
扱
わ
た
こ
と
や
、
西
文
氏

の
一
族
に
馬
史
が
存
在
す
る
こ
と
、
反
新
羅
的
行
動
が
め
だ
つ
こ
と
な
ど
か

ら
、
百
済
系
の
集
団
で
、
東
西
漢
氏
の
配
下
に
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。
た
だ

し
、
馬
飼
の
史
料
的
な
初
見
は
五
世
紀
後
半
よ
り
前
で
、
渡
来
後
、
一
定
の
期

間
の
後
、
東
西
漢
氏
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
た
。
ま
た
、
説
話
的
な
色

彩
が
濃
い
が
、『
日
本
書
紀
』
応
神
一
五
年
八
月
六
日
条
の
百
済
王
か
ら
献
上

さ
れ
た
良
馬
を
阿
直
伎
に
飼
養
さ
せ
た
と
す
る
物
語
や
雄
略
九
年
七
月
一
日
条

の
田
辺
伯
孫
の
馬
と
土
馬
を
交
換
し
た
物
語
も
、
東
西
漢
氏
や
渡
来
系
氏
族
と

馬
の
関
係
を
示
す
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。

　
以
上
の
研
究
は
部
民
制
の
成
立
や
そ
の
特
質
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
、
必
ず
し
も
、
当
時
の
大
和
・
河
内
の
具
体
的
な
社
会
状
況
に
即
し
て
論
じ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
詳
細
は
以
下
に
示
す
が
、
そ
の
後
、
大

和
・
河
内
の
馬
の
飼
養
や
牧
、
そ
れ
に
関
わ
る
氏
族
な
ど
の
研
究
が
進
展
し
、

新
た
な
論
点
が
提
起
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
研
究
で
は
、
逆
に
職
業
部

と
し
て
の
倭
・
河
内
馬
飼
に
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
倭
・
河
内
馬
飼
が
存
在
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
り
さ
ま
や
歴

史
的
性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
本
稿
は
、
改
め
て
、
こ
の

馬
飼
集
団
の
う
ち
、
倭
馬
飼
に
焦
点
を
あ
て
、
具
体
的
な
あ
り
方
を
解
明
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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い
わ
ゆ
る
二
条
大
路
木
簡
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
二
条
大
路

上
の
北
寄
り
に
掘
ら
れ
た
廃
棄
土
坑
で
あ
る
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
か
ら
の
出
土
で
あ

る
（『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
二
四
　
八
ペ
ー
ジ
下
）。

　
・[

　
　
　
　
　]

　
・ 

天
平
八
年
八
月
五
日
正
八
位
下
少
属
室
原
馬
養
造
「
田
主
」

3
6

8

・(1
9

)

・3 0
8

1

こ
れ
は
、
文
書
木
簡
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
授
受
の
関

係
、
用
件
・
内
容
な
ど
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
裏
面
は
も
ち
ろ
ん
日
付
・

署
名
で
あ
る
。
少
属
は
職
・
寮
お
よ
び
東
宮
坊
な
ど
の
第
四
等
官
で
あ
る
。
左

右
馬
寮
の
少
属
で
あ
る
可
能
性
も
か
な
り
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
官
司
名
を
確

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
日
本
書
紀
』
白
雉
四
（
六
五
三
）
年
五
月
一
二

日
条
に
は
室
原
首
御
田
の
人
名
が
み
え
る
。
こ
ち
ら
は
氏
に
「
馬
飼
」
の
名
称

が
な
く
、
ま
た
、
姓
も
異
な
る
が
、
後
に
造
を
賜
姓
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
、

室
原
馬
養
造
と
同
一
の
氏
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
天
平
一
四

（
七
四
二
）
年
一
一
月
一
七
日
優
婆
塞
貢
進
解
（『
大
日
古
』
二
・
三
一
八
）
（
３
）

は
大
倭
国
城
下
郡
司
が
国
符
を
受
け
て
、
国
分
寺
僧
の
候
補
と
し
て
優
婆
塞
を

貢
進
し
た
文
書
で
あ
る
が
、
署
名
者
は
大
領
外
正
八
位
下
大
養
徳
連
友
足
と
権

少
領
大
初
位
上
室
原
造
具
足
の
二
人
で
あ
る
。
室
原
造
具
足
は
や
は
り
姓
の
共

通
す
る
室
原
馬
飼
氏
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
彼
が
城
下

郡
内
の
有
力
豪
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
和
名
抄
』
大
和
国
城
下
郡
に
室
原
郷
が
あ
り
、
室
原
馬
飼
氏
は
こ
こ
に
居

住
し
た
可
能
性
が
あ
る
（
４
）

。
室
原
の
所
在
地
に
つ
い
て
考
察
す
る
。『
和
名

抄
』
に
よ
る
と
、
大
和
国
城
下
郡
に
は
賀
美
・
大
和
（
於
保
夜
末
止
）・
三
宅

（
美
也
介
）・
鏡
作
（
加
加
都
久
利
）
・
黒
田
（
久
留
多
）・
室
原
の
六
郷
が
存
在

し
た
（
か
っ
こ
内
は
訓
注
）。
室
原
郷
に
は
「
他
本
也
」（
高
山
寺
本
）、「
也
本

也
」（
東
急
本
）
の
注
記
が
あ
り
、
室
也
（
む
ろ
や
）
郷
で
あ
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
（
５
）

。「
む
ろ
や
」
で
あ
れ
ば
、
現
在
、
村
屋
神
社
の
存
在
す
る
田
原
本

町
蔵
堂
付
近
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
に
奈
良
時

代
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
史
料
で
室
原
の
名
称
が
確
認
で
き
る
以
上
、
室
原
郷
の

ま
ま
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
大
和
志
』
や
『
大
日
本
地
名
辞

書
』
は
現
田
原
本
町
唐
古
付
近
に
比
定
す
る
が
、
確
証
の
あ
る
比
定
で
は
な
い

よ
う
で
あ
る
。

　
城
下
郡
に
お
い
て
、
室
原
郷
お
よ
び
賀
美
郷
の
所
在
地
は
未
詳
で
あ
る
が
、

大
和
・
三
宅
・
鏡
作
・
黒
田
郷
の
所
在
地
は
比
較
的
明
確
で
あ
る
。
以
下
、
概

略
を
述
べ
る
。

　
大
和
郷
は
大
和
神
社
の
存
在
が
鍵
と
な
る
。
現
在
、
大
和
神
社
は
天
理
市
新

泉
町
に
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
本
来
の
所
在
地
で
は
な
い
。『
日
本
書
紀
』
垂

仁
二
五
年
三
月
一
〇
日
条
に
よ
る
と
、「
大
倭
大
神
」
は
「
大
市
長
岡
岬
」
に

祭
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、『
延
喜
式
』
神
名
上
に
よ
る
と
、
大
和
神
社
は
山
辺

郡
に
存
在
し
た
。
現
所
在
地
は
城
上
郡
で
あ
る
。
長
岡
岬
は
現
在
、
長
岳
寺
の
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存
在
す
る
丘
陵
地
域
に
比
定
す
る
の
が
穏
当
で
あ
り
、「
長
岳
」
＝
「
な
が
お

か
」
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
城
下
郡
大
和
郷
は
長
岳
寺
の
西
方
の
、
山
辺

郡
と
の
境
界
付
近
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
服
部
昌
之
（
６
）

の
指
摘

す
る
よ
う
に
、
両
郡
の
界
は
下
つ
道
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
西
側
に
な
る
。
三
宅

郷
は
倭
屯
田
に
由
来
す
る
と
仮
定
す
る
と
、
城
下
郡
の
南
東
隅
あ
た
り
に
な

る
。
天
平
二
年
大
倭
国
正
税
帳
（『
大
日
古
』
一
・
三
九
六
）
か
ら
、
城
下
・
十

市
郡
に
倭
屯
田
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
岸
俊
男
（
７
）

の
指
摘
の
よ
う
に
、

倭
屯
田
は
城
下
・
城
上
・
十
市
郡
の
境
界
付
近
に
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
後
の

興
福
寺
領
出
雲
荘
（
現
桜
井
市
江
包
、
大
西
、
大
泉
）
周
辺
が
そ
の
所
在
地
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
出
雲
荘
自
体
は
城
上
郡
に
属
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、

城
下
郡
の
三
宅
郷
は
城
上
郡
と
の
境
界
（
中
つ
道
）
お
よ
び
十
市
郡
と
の
境
界

（
路
東
条
里
の
一
九
条
北
端
か
ら
一
町
南
）
付
近
に
比
定
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
な
お
、
現
在
の
村
屋
神
社
の
所
在
地
は
こ
の
三
宅
郷
に
含
ま
れ
る
可
能

性
が
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
、
室
原
を
室
也
（
む
ろ
や
）
と
す
る
の
は
妥
当
性

を
欠
く
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
黒
田
郷
お
よ
び
鏡
作
郷
は
現
在
の
地
名
か
ら
容
易
に
現
地
比
定
が
可
能
で
あ

る
。
黒
田
郷
は
現
田
原
本
町
黒
田
で
あ
り
、
こ
の
地
は
孝
霊
天
皇
の
廬
戸
宮
の

伝
承
地
で
あ
る
。
鏡
作
郷
は
『
延
喜
式
』
に
み
え
る
鏡
作
坐
天
照
御
魂
神
社
・

鏡
作
伊
多
神
社
・
鏡
作
麻
気
神
社
の
所
在
地
か
ら
推
定
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
田
原
本
町
八
尾
・
保
津
・
小
阪
に
存
在
し
、
お
お
む
ね
こ
の
周
辺
を
鏡
作
郷

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
四
郷
は
城
下
郡
の
南
半
に
存
在
し
、
初
瀬
川
（
大
和
川
）・
寺
川
・
飛

鳥
川
な
ど
が
合
流
す
る
北
半
の
地
域
が
人
々
の
生
活
空
間
に
な
っ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
賀
美
郷
の
所
在
地
は
不
明
で
あ
る
が
、
城
下
郡
内
の

上
（
か
み
）
に
存
在
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
城
（
し
き
）
の
上
・
下
と
も
対
応
す

る
と
考
え
る
と
、
や
は
り
城
下
郡
の
南
部
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

主
と
し
て
畿
内
の
牧
が
川
に
隣
接
す
る
低
湿
地
や
中
州
な
ど
に
存
在
し
た
こ
と

を
考
慮
す
る
と
、
馬
飼
の
居
住
し
た
室
原
郷
は
北
半
の
川
沿
い
の
地
域
に
存
在

し
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
ほ
か
の
郷
の
所
在
地
と
基
本
的
に
重
な
る

こ
と
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
推
測
す
る
余
地
は
充
分
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
地
形
や
地
名
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
要
素
を
も
と
に
、
室
原
馬
飼 図Ⅰ　佐保川・初瀬川の合流地点付近の歴史的環境
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氏
の
居
住
地
を
推
定
し
て
み
た
い
（
図
Ⅰ
参
照
）。
初
瀬
川
と
北
か
ら
流
れ
て

く
る
佐
保
川
の
合
流
地
点
の
東
側
に
は
馬
と
の
つ
な
が
り
を
想
起
さ
せ
る
も
の

が
集
中
的
に
存
在
す
る
。
以
下
に
示
す
諸
先
学
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
の
あ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
改
め
て
論
じ
る
。
ま
ず
、
額
田
部
川
田
連
・
額
田
部
湯

坐
連
の
存
在
で
あ
る
。『
新
撰
姓
氏
録
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
左
京
神
別
天
孫
　
額
田
部
湯
坐
連

　
　 

天
津
彦
根
命
子
明
立
天
御
影
命
之
後
也
。
允
恭
天
皇
御
世
　
被
レ

遣
二

薩

摩
国
一

　
平
二

隼
人
一

。
復
奏
之
日
　
献
二

御
馬
一
匹
一

。
額
有
二

町
形
廻
毛

一

。
天
皇
嘉
之
。
賜
二

姓
額
田
部
一

也
。

　
大
和
国
神
別
天
孫
　
額
田
部
河
田
連

　
　
同
神
（
天
津
彦
根
命
）
三
世
孫
意
富
伊
我
都
命
之
後
也
。
允
恭
天
皇
御
世

　
　
　
献
二

額
田
馬
一

。
天
皇
勅
　
此
馬
額
如
二

田
町
一

。
乃
賜
二

姓
額
田
連
一

也
。

額
田
部
川
田
連
は
允
恭
天
皇
期
に
「
額
田
馬
」
を
献
じ
た
の
で
、
額
田
部
連
と

賜
姓
さ
れ
、
額
田
部
湯
坐
連
も
允
恭
期
に
薩
摩
に
遣
わ
さ
れ
て
、
隼
人
を
平
定

し
、
馬
を
献
じ
た
の
で
額
田
部
と
賜
姓
さ
れ
た
と
の
伝
承
を
も
つ
。
額
田
部
連

に
関
し
て
は
後
述
す
る
が
、
額
田
の
馬
に
関
係
す
る
伝
承
で
あ
る
。
額
田
部
川

田
連
は
現
天
理
市
嘉
幡
に
居
住
し
た
と
思
わ
れ
る
氏
族
で
あ
る
。さ
ら
に
、『
日

本
書
紀
』
仁
賢
六
年
是
歳
条
に
は
「
日
鷹
吉
士
還
レ

自
二

高
麗
一

　
献
二

工
匠
須

流
枳
・
奴
流
枳
等
一

。
今
倭
国
山
辺
郡
額
田
邑
熟
皮
高
麗

　
是
其
後
也
」
と
、

熟
皮
高
麗
の
渡
来
記
事
が
あ
る
。
熟
皮
と
は
皮
革
の
加
工
（
技
術
者
）
の
こ
と

で
あ
り
、
彼
ら
は
高
句
麗
か
ら
献
上
さ
れ
た
工
匠
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
職
掌
は

馬
の
飼
養
や
利
用
と
結
び
つ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
倭
国
山

辺
郡
」
の
表
記
は
当
時
の
も
の
で
は
な
く
、
令
制
に
基
づ
く
が
、
額
田
の
地
名

が
山
辺
郡
域
ま
で
伸
び
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
額
田
を

含
む
平
群
郡
と
山
辺
郡
の
境
界
は
下
つ
道
で
あ
り
、
熟
皮
高
麗
が
居
住
し
た
の

は
下
つ
道
に
東
隣
す
る
地
域
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
現
在
、
大
和
郡
山
市
に
馬
司
町
の
地
名
が
残
る
。
こ
の
地
名
は
中
世
ま
で
さ

か
の
ぼ
り
、
近
世
に
は
五
〇
〇
石
程
度
の
村
（
馬
司
村
　
松
笠
と
表
記
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
）
と
し
て
存
在
し
た
。
ま
た
、
馬
司
町
の
東
南
、

嘉
幡
の
北
に
は
荒
蒔
の
地
名
が
残
る
（
天
理
市
荒
蒔
町
）。
こ
の
地
名
も
中
世

に
さ
か
の
ぼ
り
、
江
戸
時
代
に
は
四
〇
〇
石
程
度
の
村
と
し
て
存
続
し
た
（
荒

蒔
村
　
荒
巻
と
も
表
記
さ
れ
た
）
。
「
ま
き
」
は
牧
の
意
の
可
能
性
も
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
地
に
は
、
古
墳
時
代
後
期
（
六
世
紀
前
半
）
に
築
造
さ
れ
た
全

長
約
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円
墳
が
存
在
し
、
発
掘
調
査
で
埋
没
し
た
周
濠

の
痕
跡
が
発
見
さ
れ
、
円
筒
埴
輪
や
形
象
埴
輪
が
出
土
し
、
そ
の
な
か
に
馬
形

埴
輪
三
点
が
含
ま
れ
い
た
（
８
）

。
ま
た
、
笹
鉾
山
二
号
墳
（
田
原
本
町
八
尾
）

は
六
世
紀
前
半
に
築
造
さ
れ
た
、
直
径
約
二
二
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円
墳
で
、

墳
丘
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
発
掘
調
査
で
周
溝
が
確
認
さ
れ
た
。
周
溝
の
堆
積

層
上
層
で
円
筒
埴
輪
、
朝
顔
形
埴
輪
や
形
象
埴
輪
が
出
土
し
、
人
物
埴
輪
や
馬

形
埴
輪
が
含
ま
れ
て
い
た
。
馬
と
人
物
は
馬
と
そ
れ
を
曳
く
人
の
セ
ッ
ト
に
な

る
と
思
わ
れ
、
貴
重
な
事
例
で
あ
る
（
９
）

。

　
下
永
東
方
遺
跡
（
川
西
町
下
永
）
は
嘉
幡
町
の
東
、
馬
司
町
や
荒
蒔
古
墳
の
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南
で
、
初
瀬
川
の
北
岸
に
接
す
る
地
点
に
立
地
す
る
。
弥
生
時
代
か
ら
の
遺
跡

で
あ
る
が
、
古
墳
時
代
後
期
の
溝
（
Ｓ
Ｄ
二
〇
〇
）
と
柵
（
Ｓ
Ａ
〇
一
）
が
検

出
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
溝
は
最
大
幅
一
・
二
メ
ー
ト
ル
程
度
の
東
西

方
向
の
溝
で
、
二
三
メ
ー
ト
ル
分
が
検
出
さ
れ
、
六
世
紀
後
半
の
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
北
側
に
柵
が
付
属
す
る
。
三
個
の
柱
穴
が
検
出
さ
れ
、
延
長
は

七
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
。
Ｓ
Ｄ
二
〇
〇
と
同
時
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る

（
⓾
）

。
こ
の
溝
や
柵
の
性
格
や
用
途
は
不
明
の
よ
う
で
あ
る
が
、
牧
の
防
護
柵

の
よ
う
な
馬
の
飼
養
の
た
め
の
設
備
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な

い
。
現
在
、
下
永
地
区
は
初
瀬
川
の
南
北
に
広
が
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
も
と

も
と
一
村
で
あ
っ
た
も
の
が
、
下
永
村
と
南
下
永
村
の
分
離
し
て
い
た
。
下
永

村
の
北
限
（
同
時
に
現
在
の
川
西
町
の
北
限
お
よ
び
平
群
郡
と
城
下
郡
界
）
は

か
つ
て
の
大
和
川
の
流
路
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
も
と
は
下
永
の
地
区
は
大
和
川
の
南
の
城
下
郡
域
に
属
し
た
と
思
わ

れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
北
か
ら
流
れ
る
佐
保
川
と
南
か
ら
流
れ
る
初
瀬
川
が
合
流

す
る
地
点
の
東
側
、
す
な
わ
ち
、
額
田
部
丘
陵
の
東
方
の
平
坦
地
周
辺
に
は
、

馬
と
関
わ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
牧
が
存
在
し
た

可
能
性
を
充
分
に
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
先
に
推
定
し
た
室
原
郷
の

所
在
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
地
に
室
原
馬
飼
氏
が
居
住
し
、
そ
の
周
辺

に
は
牧
が
広
が
っ
て
い
た
と
の
推
定
に
到
達
す
る
。

　
室
原
馬
飼
氏
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
馬
飼
集
団
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
大
和
王
権
の
馬
の
飼
養
・
利
用
の
体
制
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
大
和
王
権
の
馬
の
飼
養
を
中
心
と
な
っ
て

支
え
た
の
は
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
倭
馬
飼
お
よ
び
河
内
馬
飼
の
二
か
所

の
馬
飼
集
団
で
あ
る
が
、
河
内
馬
飼
は
河
内
母
樹
馬
飼
首
・
沙
羅
々
馬
飼
造
・

菟
野
馬
飼
造
と
い
っ
た
地
名
を
冠
す
る
馬
飼
の
諸
集
団
か
ら
構
成
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
大
和
の
地
名
を
冠
す
る
室
原
馬
飼
造
（
あ
る
い
は
首
）

が
倭
馬
飼
氏
を
構
成
す
る
馬
飼
で
あ
っ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
森
公
章
（
⓫
）

は
倭
馬
飼
と
関
わ
っ
て
室
原
馬
飼
の
存
在
に
言
及
す
る
が
、

判
断
を
保
留
し
た
。
笹
川
尚
紀
（
⓬
）

は
倭
馬
飼
や
室
原
馬
飼
が
律
令
制
下
の
左

右
馬
寮
馬
部
の
負
名
氏
に
該
当
す
る
と
の
推
測
を
示
し
た
が
、
詳
細
な
議
論
は

な
い
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
ま
ず
、
前
掲
の
熟
皮
高
麗
で
あ
る
。
彼
ら
は
律
令

制
下
の
大
蔵
省
所
属
の
品
部
で
あ
る
狛
戸
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

職
員
令
33
大
蔵
省
条
に
は
「
典
革
一
人
掌

　
雑
革
染
作
・
検
校
狛
部

　
狛
部
六
人
掌

　
雑
革

染
作

（
略
）
百
済
戸
　
狛
戸
」
と
あ
り
、『
令
集
解
』
同
条
所
引
の
官
員
令
別
記

に
は
「
忍
海
戸
狛
人
五
戸
・
竹
志
戸
狛
人
七
戸
　
合
十
二
戸
。
役
日
无
レ

限
。

但
年
料
牛
皮
廿
張
以
下
令
レ

作
。
村
々
狛
人
三
十
戸
・
宮
郡
狛
人
十
四
戸
・
大

狛
染
六
戸
。
右
五
色
人
等
為
二

品
部
一

　
免
二

調
役
一

也
。
紀
伊
国
在
狛
人
・
百

済
人
・
新
羅
人
并
卅
人
戸
。
年
料
牛
皮
十
張

　
鹿
皮
麕
皮
令
レ

作
。
取
二

調
庸

一

免
二

雑
徭
一

」
と
あ
る
。
狛
戸
に
は
忍
海
戸
狛
人
・
竹
志
戸
狛
人
・
宮
郡
狛

人
、
居
住
地
の
記
さ
れ
な
い
村
々
狛
人
、
大
狛
染
、
紀
伊
国
の
狛
人
が
あ
っ
た
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よ
う
で
あ
る
が
、
額
田
邑
の
も
の
は
村
々
狛
人
に
相
当
す
る
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
主
に
牛
皮
・
鹿
皮
を
作
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
馬
皮
の
記
載
は
な
い
。
こ

の
よ
う
な
律
令
制
下
の
品
部
は
部
民
制
下
の
職
業
部
の
系
譜
を
引
く
と
考
え
ら

れ
、
熟
皮
高
麗
は
も
と
も
と
職
業
部
に
編
成
さ
れ
、
大
王
に
奉
仕
し
た
と
思
わ

れ
る
。

　
『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
神
別
・
大
和
国
神
別
天
孫
に
よ
る
と
、
奄
智
造
は
額

田
部
川
田
連
と
同
じ
く
天
津
彦
根
命
の
後
裔
で
あ
る
。『
古
事
記
』
で
も
天
津

日
子
根
命
の
後
裔
と
し
て
倭
淹
知
造
が
み
え
る
。
奄
智
の
地
名
が
現
在
の
嘉
幡

の
西
方
の
天
理
市
庵
治
町
に
あ
た
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
二
条
大
路
木
簡

の
な
か
に
奄
智
園
か
ら
の
薑
の
進
上
木
簡
が
あ
り
（
⓭
）

、
天
平
勝
宝
二

（
七
五
〇
）
年
二
月
二
四
日
官
奴
司
解
（『
大
日
古
』
三
・
三
五
九
）
に
は
官
奴

婢
が
置
か
れ
た
奄
知
村
が
み
え
、『
日
本
霊
異
記
』
中
三
三
女
人
悪
鬼
見
レ

点

攸
二

食
噉
一

縁
に
も
十
市
郡
菴
知
村
の
東
方
の
富
豪
で
あ
る
鏡
作
造
の
物
語
が

み
え
る
。
石
上
英
一
（
⓮
）

が
す
で
に
、
官
奴
司
解
に
み
え
る
村
々
が
王
家
と
密

接
に
つ
な
が
る
地
域
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
石
上
は
奄
知
村
に
つ
い
て
、

明
確
に
王
家
と
の
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
は
な
か
っ
た
と
す
る
が
、
こ
の

村
の
み
が
例
外
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
奄
智
園
の
性
格
も
明
確
に
示
す
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
二
条
大
路
木
簡
が
天
皇
家
の
日
常
生
活
と
密
接
に
関
わ
る
木
簡

群
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
平
林
章
仁
（
⓯
）

は
『
日
本
書
紀
』
雄

略
二
三
年
是
歳
条
の
、
筑
紫
安
致
臣
・
馬
飼
臣
が
高
句
麗
に
派
遣
さ
れ
た
記
事

か
ら
、
筑
紫
安
致
臣
は
筑
紫
に
移
動
し
た
奄
智
氏
で
あ
り
、
奄
智
氏
は
馬
匹
集

団
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
し
た
。
た
だ
し
、
関
係
史
料
か
ら
直
接
的
に
論
証
で

き
る
こ
の
地
の
状
況
は
園
が
立
地
し
た
こ
と
の
み
で
あ
る
。

　
園
が
存
在
し
、
職
業
部
や
官
奴
婢
が
居
住
し
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
天
皇
に

直
接
奉
仕
す
る
、
供
御
所
領
が
こ
の
周
辺
に
展
開
し
た
こ
と
が
か
な
り
の
確
実

性
を
も
っ
て
推
定
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
に
供
御
の
牧
が
存
在
し
、
そ

れ
を
管
理
し
た
の
が
室
原
馬
飼
氏
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
室
原
馬
飼
氏
と
は
供
御
の
牧
を
管
理
し
、
馬
の
飼
育
に
従

事
す
る
集
団
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
倭
馬
飼
に
ほ
か
な
ら
ず
、
河
内
馬
飼
の
事

例
と
同
じ
く
、
倭
馬
飼
に
も
そ
れ
を
構
成
す
る
い
く
つ
か
の
集
団
が
あ
り
、
室

原
馬
飼
氏
は
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
平
群
氏
と
額
田
の
馬

　
こ
こ
ま
で
、
額
田
部
丘
陵
の
東
に
接
す
る
牧
の
存
在
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
倭

馬
飼
を
構
成
す
る
一
集
団
で
あ
る
室
原
馬
飼
の
管
理
下
の
、
天
皇
家
の
供
御
の

牧
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
額
田
部
丘
陵
周
辺
に

お
け
る
馬
の
飼
養
な
ど
に
関
す
る
、
従
来
の
研
究
と
は
異
な
り
、
ま
た
、
く
い

ち
が
う
点
も
あ
る
。
以
下
、
研
究
史
を
追
い
な
が
ら
、
額
田
に
お
け
る
馬
の
飼

養
に
つ
い
て
私
見
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
平
群
氏
に
つ
い
て
。
平
群
氏
は
大
和
西
部
の
平
群
谷
を
本
拠
と
す

る
、
武
内
宿
祢
後
裔
氏
族
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
生
駒
山
地
の
東
西
の
山
麓
は
馬

と
関
わ
り
の
深
い
地
域
で
あ
り
、
平
群
氏
に
よ
る
馬
の
飼
養
が
注
目
さ
れ
て
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き
た
。『
古
事
記
』
孝
元
に
よ
る
と
、
武
内
宿
祢
の
子
平
群
都
久
宿
祢
は
平
群

臣
・
佐
和
良
臣
・
馬
御
樴
連
の
祖
で
あ
り
、
馬
御
樴
連
は
『
新
撰
姓
氏
録
』
大

和
国
皇
別
に
平
群
氏
と
同
祖
と
み
え
る
馬
工
連
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
。
平

群
氏
の
一
族
に
馬
の
飼
養
に
携
わ
る
氏
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
さ
ら

に
、『
日
本
書
紀
』
武
烈
即
位
前
紀
に
は
、
平
群
真
鳥
・
鮪
の
説
話
が
あ
る
。

そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
仁
賢
天
皇
が
死
去
し
た
後
、
大
臣
平
群

真
鳥
が
国
政
を
専
擅
し
た
。
太
子
（
後
の
武
烈
）
は
物
部
麁
鹿
火
の
女
影
媛
を

聘
す
る
た
め
に
、
媒
人
を
遣
わ
し
た
が
、
影
媛
は
真
鳥
の
男
鮪
に
姦
さ
れ
、
海

柘
榴
市
の
巷
で
待
つ
と
答
え
た
。
太
子
は
海
柘
榴
市
に
向
か
う
た
め
、
真
鳥
に

官
馬
を
求
め
た
が
、
結
局
、
真
鳥
は
応
じ
な
か
っ
た
。
太
子
は
歌
垣
の
場
で
、

鮪
と
の
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
な
か
で
鮪
が
影
媛
を
得
た
こ
と
を
知
り
、
鮪
、

そ
し
て
真
鳥
を
殺
害
し
た
。
説
話
的
な
要
素
が
強
い
が
、
平
群
真
鳥
が
官
馬
を

管
理
し
た
こ
と
が
描
か
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
点
が
平
群
氏
と
馬
の
つ
な
が
り
を
証
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ

て
き
た
。
さ
ら
に
中
心
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
が
『
紀
氏
家
牒
』
逸
文
で
あ

る
。
田
中
卓
が
（
⓰
）

こ
の
史
料
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
利
用
し
て
平
群
氏
に
つ
い

て
論
を
展
開
し
、
以
後
の
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
。
田
中
が
用
い
た
の
は
次

の
三
点
の
逸
文
で
あ
る
。

　
　
⑴  

家
二

大
倭
国
平
群
県
平
群
里
一

。
故
称
曰
二

平
群
木
兎
宿
祢
一

。
是
平
群

朝
臣
・
馬
工
連
等
祖
也
。

　
　
⑵  

又
云
、
額
田
早
良
宿
祢
男

　
額
田
駒
宿
祢

　
平
群
県
在
二

馬
牧
一

　

択
二

駿
駒
一

養
之
。
献
二

天
皇
一

。
勅
賜
二

姓
馬
工
連
一

　
令
レ

掌
レ

飼
。

故
号
二

其
養
レ

駒
之
処
一

　
曰
二

生
駒 

又
云

　
額
田
駒
宿
祢
男

［
　
　
］
馬
工
御
樴
連

　
　 

⑶  

平
群
真
鳥
大
臣
弟
　
額
田
早
良
宿
祢
　
家
二

平
群
県
額
田
里
一

。
不
レ

尋
二

父
氏
一

　
負
二

姓
額
田
首
一

　
ま
ず
、
田
中
は
⑶
か
ら
、
真
鳥
の
弟
に
額
田
早
良
宿
祢
が
あ
り
、
そ
の
後
裔

が
額
田
首
と
早
良
首
で
あ
っ
た
こ
と
、
⑵
か
ら
、
額
田
早
良
宿
祢
の
子
額
田
駒

宿
祢
が
馬
の
飼
育
に
従
事
し
、
天
皇
に
馬
を
献
上
し
、
馬
工
連
を
賜
姓
さ
れ
た

こ
と
を
読
み
取
り
、
平
群
氏
系
の
額
田
首
が
平
群
郡
額
田
郷
で
馬
の
飼
育
に
従

事
し
た
と
結
論
し
た
。
本
位
田
菊
士
（
⓱
）

は
平
群
真
鳥
の
説
話
や
『
紀
氏
家
牒
』

か
ら
、
平
群
氏
と
馬
の
関
わ
り
を
論
じ
、
同
氏
が
大
和
王
権
の
騎
兵
隊
編
成
に

関
与
し
馬
具
・
馬
装
の
技
術
に
結
び
つ
い
た
軍
事
氏
族
で
あ
っ
た
と
し
た
。
た

だ
し
、
大
和
の
額
田
と
の
関
係
に
は
言
及
が
な
い
。
加
藤
謙
吉
（
⓲
）

は
『
紀
氏

家
牒
』
か
ら
、
馬
工
氏
と
牧
と
の
つ
な
が
り
を
指
摘
し
て
額
田
部
連
や
額
田
部

川
田
連
と
と
も
に
馬
の
飼
養
に
あ
た
っ
た
こ
と
、
額
田
首
の
本
拠
を
河
内
の
額

田
と
し
て
母
姓
に
よ
っ
た
と
の
記
載
は
平
群
氏
の
系
譜
に
結
び
つ
く
た
め
の
作

為
で
あ
っ
た
こ
と
、
大
和
・
河
内
の
額
田
の
間
に
交
流
が
あ
り
、
平
群
氏
の
勢

力
が
両
方
に
深
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
し
た
。
辰
巳
和
弘
（
⓳
）

は
『
紀

氏
家
牒
』
か
ら
、
天
津
彦
根
命
の
後
裔
と
さ
れ
る
額
田
部
川
田
連
・
額
田
部
湯

坐
連
だ
け
で
な
く
、
馬
工
連
や
平
群
氏
か
ら
分
枝
し
た
額
田
宿
祢
（
額
田
首
）

が
額
田
地
域
の
馬
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
論
じ
、
額
田
部
連
が
伴
造
で
、
そ
の
配

下
で
、
額
田
部
川
田
連
・
額
田
部
湯
坐
連
・
額
田
首
が
実
際
に
牧
の
経
営
や
馬
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の
生
産
に
あ
た
っ
た
と
全
体
的
な
体
制
を
推
定
し
た
。
近
年
で
は
、
森
公
章

（
⓴
）

が
、
平
群
氏
に
つ
な
が
る
額
田
首
に
つ
い
て
、
⑴ 

⑵
か
ら
平
群
氏
の
一
族

が
生
駒
山
東
麓
の
馬
牧
を
管
理
し
、
彼
ら
が
西
麓
の
馬
牧
周
辺
に
居
住
す
る
氏

族
と
通
婚
す
る
こ
と
は
想
定
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
仁
藤
敦
史
（
㉑
）

は
『
紀
氏

家
蝶
』
に
よ
り
、
平
群
氏
系
の
額
田
首
氏
が
天
皇
へ
の
馬
献
上
の
説
話
を
持
つ

こ
と
を
指
摘
し
、
天
津
彦
根
系
統
の
額
田
部
氏
が
同
じ
く
馬
の
飼
育
・
献
上
に

つ
い
て
の
起
源
伝
承
を
有
し
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
大
和
・
河
内
の
馬
飼
が
平

群
氏
を
媒
介
に
し
て
氏
族
的
に
も
職
掌
的
に
も
一
体
の
も
の
と
し
て
機
能
し
た

と
結
論
し
た
。
な
お
、
森
・
仁
藤
に
は
平
群
氏
と
大
和
の
額
田
と
の
結
び
つ
き

に
つ
い
て
、
詳
細
な
議
論
は
な
い
。
笹
川
尚
紀
（
㉒
）

も
、『
紀
氏
家
蝶
』
か
ら
馬

御
樴
氏
が
大
和
の
額
田
で
の
馬
の
飼
養
に
関
係
し
た
こ
と
を
承
認
し
た
。
ま

た
、「
□
□
□
□
（
大
倭
国
平
カ
）
群
郡
中
郷
牧
野
里
」
と
記
さ
れ
た
木
簡

（
二
条
大
路
木
簡
　
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
三
一
　
二
三
ペ
ー

ジ
上
）
か
ら
平
群
谷
に
も
馬
牧
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
平
群
氏
に
よ
る
馬
の
飼

養
を
示
す
と
し
た
。
平
林
章
仁
や
渡
里
恒
信
も
（
㉓
）

、
平
群
氏
と
馬
の
結
び
つ

き
を
論
じ
る
な
か
で
、『
紀
氏
家
牒
』
か
ら
、
平
群
氏
系
の
氏
族
が
大
倭
国
平

群
郡
額
田
郷
に
本
拠
を
有
し
た
と
し
た
。
平
群
氏
と
馬
の
関
係
を
論
じ
る
際

に
、
馬
御
樴
連
や
平
群
真
鳥
説
話
に
加
え
て
、『
紀
氏
家
牒
』
が
取
り
上
げ
ら

れ
、
特
に
『
紀
氏
家
牒
』
の
記
載
が
具
体
的
な
考
察
の
素
材
と
さ
れ
て
き
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　
改
め
て
『
紀
氏
家
牒
』
の
記
載
を
検
討
し
て
み
る
。
⑴
が
平
群
木
兎
宿
祢
が

平
群
朝
臣
・
馬
工
連
の
祖
で
あ
る
と
す
る
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
記
事
な
ど
に
基

づ
く
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
独
自
の
記
述
と
い
え
る
の
が
、
木

兎
宿
祢
が
平
群
県
平
群
里
に
居
住
し
た
と
と
す
る
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
氏
名

か
ら
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
⑵
は
生
駒
の
地
名
起
源
説
話
と

も
い
う
べ
き
も
の
で
、
こ
こ
に
み
え
る
平
群
県
の
馬
牧
は
生
駒
周
辺
に
存
在
し

た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
今
問
題
と
し
て
い
る
大
和
の
額
田
に

存
在
し
た
の
で
は
な
い
。
⑶
が
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
額
田
首
の
記
載
「
早
良
臣

同
祖
　
平
群
木
兎
宿
祢
之
後
也
。
不
レ

尋
二

父
氏
一

　
負
二

母
氏
額
田
首
一

」
と

共
通
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
真
鳥
の
弟
額
田
早
良
宿
祢
お
よ
び
、
⑵
か
ら

読
み
取
れ
る
そ
の
子
額
田
駒
宿
祢
の
系
譜
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
額
田
早
良

宿
祢
が
平
群
県
額
田
里
に
居
住
し
た
と
さ
れ
る
点
が
、
平
群
氏
と
大
和
の
額
田

を
結
び
つ
け
る
大
き
な
根
拠
で
あ
る
。
し
か
し
、
額
田
早
良
宿
祢-

額
田
駒
宿

祢
の
系
譜
や
額
田
早
良
宿
祢
の
大
和
の
額
田
で
の
居
住
の
記
載
は
『
新
撰
姓
氏

録
』
に
は
な
く
、
ま
た
、『
新
撰
姓
氏
録
』
で
は
額
田
首
は
河
内
国
皇
別
に
記

載
が
あ
り
、
河
内
国
河
内
郡
額
田
郷
に
居
住
し
た
氏
族
と
考
え
ら
れ
る
。
⑶
が

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
額
田
首
の
記
載
を
も
と
に
し
て
創
作
さ
れ
た
、
信
頼
性
の

低
い
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
残
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
印
象
論
に
な
っ
て

し
ま
う
が
、
早
良
の
名
は
平
群
氏
の
同
族
の
佐
和
良
臣
か
ら
の
連
想
で
あ
ろ
う

し
、
駒
の
名
は
ま
さ
し
く
馬
の
意
味
で
あ
る
。
な
お
、
辰
巳
は
額
田
早
良
宿
祢

の
よ
う
な
名
か
ら
額
田
宿
祢
氏
の
存
在
を
想
定
し
た
が
、
他
の
史
料
で
確
認
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、
宿
祢
は
単
な
る
尊
称
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。



- 45 -

倭
馬
飼
と
そ
の
牧

　
⑴ 
⑵
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
平
群
氏
が
、
本
拠
で
あ
る
平
群
谷
（
平
群
県

平
群
里
）
や
生
駒
山
周
辺
で
馬
の
生
産
を
行
っ
た
こ
と
は
馬
御
樴
連
の
存
在
や

牧
野
里
の
地
名
か
ら
首
肯
で
き
、
森
も
認
め
る
よ
う
に
、
そ
の
結
果
、
お
そ
ら

く
河
内
馬
飼
の
一
集
団
で
あ
る
額
田
首
と
の
婚
姻
関
係
が
生
じ
、
母
の
氏
に
従

い
額
田
首
と
な
っ
た
者
が
あ
っ
た
こ
と
も
、『
新
撰
姓
氏
録
』
か
ら
み
て
、
事

実
で
あ
ろ
う
。
河
内
の
額
田
は
生
駒
山
の
東
麓
で
あ
り
、
生
駒
谷
・
平
群
谷
と

も
近
い
。
し
か
し
、
平
群
氏
が
大
和
の
額
田
に
お
け
る
馬
の
飼
養
に
関
与
し
た

と
す
る
の
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
平
群
真
鳥
が
官
馬
を
管
理
し
た
と
す

る
の
も
歴
史
的
事
実
で
は
な
く
、
説
話
の
誇
張
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
従
来
か
ら
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、『
古
事
記
』
で
は
こ
の
説
話
は
顕
宗
天

皇
と
平
群
鮪
の
物
語
で
あ
り
、
関
わ
る
天
皇
が
異
な
り
、
な
に
よ
り
も
真
鳥
が

登
場
し
な
い
。

三
　
額
田
部
と
馬

　
額
田
部
と
馬
の
関
係

（
㉔
）

は
前
述
の
額
田
部
川
田
連
や
額
田
部
湯
坐
連
の
伝

承
な
ど
か
ら
明
白
で
あ
る
。
推
古
天
皇
期
に
お
け
る
額
田
部
連
比
羅
夫
の
行
動

も
そ
の
証
左
で
あ
る
。
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
推
古
一
六
年
八
月
三
日
条
（
㉕
）

　
　 

唐
客
入
レ

京
。
是
日

　
遣
二

飾
騎
七
十
五
匹
一

　
而
迎
二

唐
客
於
海
石
榴
市

術
一

。
額
田
部
連
比
羅
夫

　
以
告
二

礼
辞
一

焉
。

『
日
本
書
紀
』
推
古
一
八
年
一
〇
月
八
日
条

　
　 

命
二

額
田
部
連
比
羅
夫
一

　
為
下

迎
二

新
羅
客
一

荘
馬
之
長
上

。
以
二

膳
臣
大

伴
一

　
為
下

迎
二

任
那
客
一

荘
馬
之
長
上

。
即
安
二

置
阿
斗
河
辺
館
一

。

『
日
本
書
紀
』
推
古
一
九
年
五
月
五
日
条

　
　 

薬
二

猟
於
菟
田
野
一

。
取
二

鶏
鳴
時
一

　
集
二

于
藤
原
池
上
一

。
以
二

会
明
一

乃

往
之
。粟
田
細
目
臣
　
為
二

前
部
領
一

。額
田
部
比
羅
夫
連
　
為
二

後
部
領
一

。

　
現
在
で
も
、
額
田
部
の
性
格
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
、
共
通
認
識
が
あ
る
と

は
い
い
が
た
い
。
そ
の
議
論
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
、
額
田
部
氏
と
馬
の
関

係
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
基
本
的
に
額
田
部
を
名
代
・
子
代
と
理
解
す
る
見
解

（
以
下
、
名
代
説
）、
田
部
の
一
種
と
理
解
す
る
見
解
（
以
下
、
田
部
説
）
が
あ

る
。

　
名
代
説
は
吉
田
晶
・
狩
野
久
・
岸
俊
男
が
主
張
し
（
㉖
）

、
最
近
で
は
森
公
章

が
そ
の
説
を
と
っ
た
。
狩
野
の
見
解
が
も
っ
と
も
詳
細
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
狩
野
は
額
田
部
宿
祢
の
よ
う
な
宿
祢
姓
氏
族
に
は
、
い
わ
ゆ
る
門
号
氏

族
・
名
代
の
上
級
伴
造
・
職
業
部
の
伴
造
が
多
い
こ
と
、
複
姓
の
湯
坐
連
が
存

在
す
る
こ
と
、
推
古
天
皇
の
幼
名
は
額
田
部
皇
女
で
あ
り
、
こ
の
名
は
乳
母
の

氏
名
が
額
田
部
連
か
名
代
額
田
部
の
伝
領
を
媒
介
に
し
て
生
ま
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
を
根
拠
に
名
代
説
を
展
開
し
た
。
い
っ
ぽ
う
、
田
部
説
は
本
位
田
菊

士
（
㉗
）

の
見
解
が
詳
細
で
、
近
年
の
仁
藤
敦
史
の
そ
れ

（
㉘
）

が
あ
る
。
本
位
田
は

額
田
部
が
湯
坐
と
つ
な
が
っ
た
と
し
て
も
、
本
来
の
職
務
と
は
別
で
あ
り
、
複

姓
の
湯
坐
連
は
額
田
部
宿
祢
氏
と
系
譜
が
異
な
り
、
そ
の
存
在
は
二
次
的
な
職

掌
を
示
す
と
し
、
額
田
部
は
太
田
部
・
若
田
部
と
近
く
、
断
定
で
き
な
い
ま
で
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倭
馬
飼
と
そ
の
牧

も
近
親
関
係
は
認
め
ら
れ
る
と
の
結
論
を
示
し
た
。
仁
藤
は
さ
ら
に
、『
新
撰

姓
氏
録
』
河
内
国
神
別
天
孫
の
額
田
部
湯
坐
連
が
天
津
彦
根
命
の
五
世
孫
「
乎

田
部
連
」
の
後
裔
と
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
本
位
田
は
田
部
説
を
と
り
、

そ
こ
か
ら
発
展
さ
せ
て
、
境
界
祭
祀
へ
の
関
与
を
媒
介
と
し
て
、
馬
の
飼
養
や

儀
礼
に
お
け
る
呪
術
の
役
割
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
、
額
田
と
は
山
間
と
里
の

境
界
部
分
の
開
発
田
で
、
境
界
祭
祀
と
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
飾
馬
の

祭
祀
呪
術
的
な
意
義
を
参
照
し
て
、
馬
の
調
達
な
ど
に
従
事
し
た
と
の
見
通
し

を
示
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
額
田
部
氏
が
河
内
馬
飼
の
上
級
伴
造
で
あ
っ
た
と

推
測
し
た
。
前
田
晴
人
や
平
林
章
仁
（
㉙
）

は
、
額
田
部
の
全
体
に
つ
い
て
明
確

な
判
断
は
保
留
し
た
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
前
田
は
三
野
県
主
と
同
族
の
明
日

名
門
命
系
の
額
田
部
連
（
宿
祢
）
は
河
内
国
河
内
郡
額
田
郷
ま
た
は
高
安
郡
額

田
里
を
本
拠
と
し
、
馬
を
天
皇
に
献
上
す
る
こ
と
を
職
と
す
る
氏
族
で
あ
っ
た

と
し
、
平
林
は
額
田
部
連
氏
は
早
く
か
ら
平
群
氏
や
同
族
の
早
良
氏
と
馬
匹
集

団
と
し
て
連
携
し
て
行
動
し
、
本
来
、
倭
馬
飼
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
た
と
し

た
（
㉚
）

。

　
田
部
説
で
は
、
額
田
部
の
田
部
と
し
て
の
性
格
や
歴
史
的
な
意
義
が
未
解
明

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
額
田
部
は
ど
の
よ
う
な
田
部
で
あ
っ
て
、

部
民
の
一
種
で
あ
る
田
部
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
明
確
な
結
論
が
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
位
田
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
境
界
祭
祀
や
馬
の
飼
養
の

問
題
を
取
り
上
げ
た
が
、
田
部
で
あ
る
額
田
部
が
こ
の
よ
う
に
大
き
く
職
務
を

拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
あ
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
部
（
あ
る
い
は
伴
）
と

は
、
特
定
の
職
掌
を
世
襲
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
王
権
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
額
田
部
が
馬
と
関
わ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
位
置
づ
け
を
す
る
と
、
倭
・
河
内
馬
飼
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
平
林
の
見
解
や
、
律
令
体
制
下
の
馬
部
の
負
名
氏
に
額
田
部
連
を

想
定
す
る
佐
伯
有
清
の
見
解
も
あ
る
（
㉛
）

が
、
確
証
は
な
い
。
額
田
部
は
、
森

公
章
が
詳
細
に
論
じ
た
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
大
和
の
額
田
に
存
在
し
た
宮
に
、

奉
仕
す
る
名
代
で
あ
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
推

古
天
皇
の
幼
名
額
田
部
皇
女
は
彼
女
が
額
田
の
宮
と
関
わ
り
を
も
ち
、
額
田
部

の
奉
仕
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
額
田
部
氏
と
馬
と
の

関
係
は
濃
厚
で
あ
り
、
こ
の
点
を
包
摂
す
る
議
論
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
森
公
章
が
額
田
部
比
羅
夫
の
活
躍
に
つ
い
て
、
推
古
即
位
と
い
う
主
人
の
地

位
上
昇
に
と
も
っ
て
、
そ
れ
に
奉
仕
す
る
人
々
も
王
権
内
で
の
任
務
に
関
与
す

る
と
い
う
構
図
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
。
や
は
り
、
比
羅
夫
の

行
動
が
推
古
期
に
の
み
み
え
る
の
は
看
過
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
比
羅
夫
の

年
令
や
生
存
期
間
の
問
題
も
か
ら
む
が
、
そ
れ
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

額
田
の
宮
と
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
供
御
の
牧
、
名
代
と
し
て
の
額
田
部
、
倭
馬

飼
（
室
原
馬
飼
）
を
組
み
合
わ
せ
て
考
察
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
推
古
即
位
以
前
で
は
、
倭
馬
飼
は
供
御
の
馬
を
飼

養
し
て
王
権
に
奉
仕
し
、
い
っ
ぽ
う
、
額
田
部
は
額
田
の
宮
を
領
有
す
る
額
田
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倭
馬
飼
と
そ
の
牧

部
皇
女
に
奉
仕
し
た
。
推
古
が
即
位
す
る
と
、
両
者
の
奉
仕
の
対
象
が
重
な
る

こ
と
に
な
り
、
し
か
も
、
宮
と
牧
は
隣
接
し
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
額
田
部
氏

が
供
御
の
馬
の
飼
養
や
利
用
に
関
与
す
る
に
い
た
り
、
額
田
部
比
羅
夫
の
よ
う

な
ケ
ー
ス
が
あ
ら
わ
れ
た
。
お
そ
ら
く
額
田
馬
の
伝
承
が
額
田
部
川
田
連
や
額

田
部
湯
坐
連
に
取
り
込
ま
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
ろ
う
。
従
来
か
ら
指
摘
の
あ

る
通
り
、
こ
の
伝
承
は
額
田
の
地
名
や
そ
こ
で
飼
養
さ
れ
る
馬
の
起
源
を
も
の

が
た
り
、
河
田
や
湯
坐
の
起
源
と
は
関
係
が
な
い
。
ま
た
、
こ
の
二
氏
は
天
津

彦
根
命
の
後
裔
で
、
額
田
部
の
中
核
を
形
成
す
る
と
思
わ
れ
る
明
日
名
門
命
の

後
裔
の
諸
氏
と
は
異
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
額
田
部
が
馬
と
密
接
に
関
わ
る
の

は
推
古
期
に
特
有
の
現
象
な
の
で
あ
り
、
額
田
部
自
身
の
古
く
か
ら
の
性
格
で

も
、
そ
れ
を
職
務
と
し
た
わ
け
で
も
な
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
推
古
の

死
去
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
で
は
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
部
民

制
の
廃
止
は
目
前
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　
大
和
に
お
け
る
牧
の
所
在
、
馬
の
飼
養
や
馬
飼
集
団
な
ど
に
つ
い
て
議
論
を

進
め
て
き
た
。
結
論
を
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
⑴  

供
御
の
馬
を
供
給
す
る
倭
馬
飼
の
、
お
そ
ら
く
中
心
的
な
集
団
の
ひ

と
つ
が
室
原
馬
飼
で
、
彼
ら
は
額
田
部
丘
陵
東
方
の
、
佐
保
川
・
初

瀬
川
の
合
流
地
点
周
辺
に
牧
を
持
ち
、
そ
の
近
く
に
居
住
し
た
（
後

の
城
下
郡
室
原
郷
）。
そ
こ
で
飼
養
さ
れ
、
貢
上
さ
れ
た
の
が
額
田
馬

で
あ
っ
た
。

　
　
⑵ 

平
群
氏
は
平
群
谷
で
馬
の
飼
養
を
行
い
、
河
内
馬
飼
を
構
成
す
る
額
田

首
と
婚
姻
関
係
を
持
つ
な
ど
し
、
こ
の
付
近
は
大
和
に
お
け
る
馬
の
飼

養
地
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
平
群
氏
は
大
和
の
額
田
に
お
け

る
大
和
王
権
の
馬
の
飼
養
と
は
関
係
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
⑶ 

額
田
部
は
大
和
の
額
田
の
宮
に
奉
仕
す
る
名
代
で
あ
っ
た
が
、
推
古
天

皇
（
額
田
部
皇
女
）
の
即
位
に
と
も
な
い
、
隣
接
す
る
牧
の
供
御
の
馬

に
も
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
額
田
部
比
羅
夫
が
飾
馬
を
率

い
た
こ
と
の
背
景
に
は
そ
れ
が
あ
っ
た
。
額
田
部
川
田
連
や
額
田
部
湯

坐
連
が
額
田
馬
の
伝
承
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
額
田
部
の
馬
と
の
関
係
は
こ
の
時
期
に
限
定
さ
れ

た
現
象
と
推
定
さ
れ
る
。

　
以
上
で
あ
る
。
奈
良
盆
地
の
中
央
に
位
置
す
る
立
地
か
ら
み
て
、
当
該
の
牧

は
王
権
の
馬
を
支
え
る
主
要
な
牧
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
馬

の
飼
養
を
担
当
し
た
の
は
倭
馬
飼
を
構
成
す
る
室
原
馬
飼
氏
で
あ
っ
た
。
主
と

し
て
王
権
の
馬
利
用
を
支
え
た
の
は
職
業
部
の
馬
飼
で
あ
り
、
特
定
の
氏
族
や

そ
れ
以
外
の
部
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
当
然
の
命
題
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

た
だ
、
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
点
が
あ
ま
り
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
平

群
氏
や
額
田
部
が
重
視
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
上
に
も
要
約
し
た
よ
う

に
、
平
群
氏
や
額
田
部
が
大
和
王
権
の
馬
を
中
心
的
に
、
か
つ
継
続
的
に
支
え

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
改
め
て
こ
の
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
大
和
に
つ
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倭
馬
飼
と
そ
の
牧

い
て
、
い
く
つ
か
の
場
に
お
け
る
馬
飼
集
団
の
居
住
や
牧
の
存
在
が
予
想
さ
れ

る
が
、
具
体
的
に
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
（
㉜
）

、
そ
れ
を
通
し
て
倭
馬
飼

の
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。

（
１
）  

井
上
光
貞
「
部
民
の
研
究
」（
同
著
作
集
４
『
大
化
前
代
の
国
家
と
社
会
』〈
岩
波

書
店
　
一
九
八
五
年
〉
　
初
出
一
九
四
八
年
）

（
２
）  

平
野
邦
雄
「
品
部
と
雑
戸
」（
同
『
大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』〈
吉
川
弘
文
館
　

一
九
六
九
年
〉
　
初
出
一
九
六
一
年
）

（
３
）  『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
文
書
）』
二
巻
三
一
八
ペ
ー
ジ
の
意
。
以
下
、
こ
の
よ
う

に
略
記
す
る
。

（
４
）  

ほ
か
に
「
発
卯
…
月
一
日
記
出
雲
国
…
室
原
□
」（
削
屑
三
片
　
『
飛
鳥
・
藤
原
宮

発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
一
九
　
三
〇
ペ
ー
ジ
上
）
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、

こ
れ
は
出
雲
国
の
室
原
で
あ
ろ
う
。『
出
雲
国
風
土
記
』
仁
多
郡
に
室
原
山
・
室
原

川
の
記
載
が
あ
る
。『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
に
室
原
泊
、
讃
容
郡
に
室
原
山
の

記
載
が
あ
る
。
ま
た
、『
万
葉
集
』
一
一
・
二
八
三
四
番
の
歌
に
も
「
室
原
」
と
み

え
る
。

（
５
）  『
日
本
歴
史
地
名
大
系
　
奈
良
県
の
地
名
』・『
古
代
地
名
大
辞
典
』

（
６
）  

服
部
昌
之
『
律
令
国
家
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
大
明
堂
　
一
九
八
三
年

（
７
）  

岸
俊
男
「『
額
田
部
臣
』
と
倭
屯
田
」（
同
『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』〈
塙
書
房
　

一
九
八
八
年
〉
　
初
出
一
九
八
五
年
）

（
８
）  『
天
理
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
報
　
昭
和
六
三
・
平
成
元
年
度
』
天
理
市
教
育
委
員

会
　
一
九
九
〇
年

（
９
）  『
笹
鉾
山
古
墳
群
』（
田
原
本
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
一
九
）
　
田
原
本
町
教
育
委

員
会
　
二
〇
〇
五
年

（
10
）  『
下
永
東
方
遺
跡
』（
奈
良
県
文
化
財
調
査
報
告
書
八
六
）

　
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学

研
究
所

　
二
〇
〇
一
年

（
11
）  

森
公
章
「
額
田
部
氏
の
研
究
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
八
八

　

二
〇
〇
一
年
）

（
12
）  

笹
川
尚
紀
「
平
群
氏
の
研
究
」（『
人
文
知
の
新
た
な
総
合
に
向
け
て
』
第
三
回
報

告
書
〈
下
〉
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
　
二
〇
〇
五
年
）

（
13
）  

鷺
森
浩
幸
「
園
の
立
地
と
そ
の
性
格
」（
同
『
日
本
古
代
の
王
家
・
寺
院
と
所
領
』

塙
書
房
　
二
〇
〇
一
年
）

（
14
）  

石
上
英
一
「
官
奴
婢
に
つ
い
て
」（『
史
学
雑
誌
』
八
〇
―
一
〇
　
一
九
七
一
年
）

（
15
）  

平
林
章
仁
「
蘇
我
氏
と
馬
匹
文
化
」
（
同
『
蘇
我
氏
の
研
究
』
雄
山
閣
　
二
〇
一
六

年
）

（
16
）  

田
中
卓
「『
紀
氏
家
牒
』
に
つ
い
て
」「
大
化
前
代
の
枚
岡
」（
同
著
作
集
2
『
日
本

国
家
の
成
立
と
諸
氏
族
』〈
国
書
刊
行
会
　
一
九
八
六
年
〉
　
初
出
一
九
五
七
年
・

一
九
七
六
年
）

（
17
）  

本
位
田
菊
士
「
河
内
馬
飼
部
と
倭
馬
飼
部
」
（
田
村
円
澄
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
東

ア
ジ
ア
と
日
本
　
歴
史
篇
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
七
年
）

（
18
）  

加
藤
謙
吉
「
平
群
地
方
の
地
域
的
特
性
と
藤
ノ
木
古
墳
」
（
同
『
大
和
王
権
と
古
代

氏
族
』〈
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
一
年
〉　
初
出
一
九
八
九
年
）

（
19
）  

辰
巳
和
弘
「
上
宮
王
家
と
古
代
平
群
地
域
」（
同
『
地
域
王
権
の
古
代
学
』〈
白
水

社
　
一
九
九
四
年
〉
　
初
出
一
九
七
二
年
）

（
20
）  

森
公
章
「
額
田
部
氏
の
研
究
」
（
注
11
）

（
21
）  

仁
藤
敦
史
「
額
田
部
氏
の
系
譜
と
職
掌
」
（
同
『
古
代
王
権
と
支
配
構
造
』〈
吉
川

弘
文
館
　
二
〇
一
二
年
〉
　
初
出
二
〇
〇
一
年
）

（
22
）  

笹
川
尚
紀
「
平
群
氏
の
研
究
」
（
注
12
）

（
23
）  

平
林
章
仁
「
日
向
の
駒
は
額
田
馬
」
（
同
『『
日
の
御
子
』
の
古
代
史
』〈
塙
書
房
　

二
〇
一
五
年
〉
　
初
出
二
〇
一
二
年
）、
渡
里
恒
信
「
上
宮
と
厩
戸
」（『
古
代
史
の

研
究
』
一
八
　
二
〇
一
三
年
）

（
24
）  

概
略
は
佐
伯
有
清
「
馬
の
伝
承
と
馬
飼
の
成
立
」
（
同
『
古
代
史
へ
の
道
』〈
吉
川

弘
文
館
　
一
九
七
五
年
〉
　
初
出
一
九
七
四
年
）

（
25
）  『
隋
書
』
倭
国
伝
に
は
こ
れ
に
関
し
て
「
又
遣
大
礼
哥
多
毘
　
従
二
百
余
騎
郊
労
」

と
あ
り
、
大
礼
哥
多
毘
と
は
比
羅
夫
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。

（
26
）  

吉
田
晶
「
凡
河
内
直
氏
と
国
造
制
」
（
同
『
日
本
古
代
国
家
成
立
史
論
』
東
京
大
学

出
版
会

　
一
九
七
三
年
）
、
狩
野
久
「
額
田
部
連
と
飽
波
評
」（
同
『
日
本
古
代
の

国
家
と
都
城
』〈
東
京
大
学
出
版
会

　
一
九
九
〇
年
〉

　
初
出
一
九
八
四
年
）

　
岸
俊

男
「『
額
田
部
臣
』
と
倭
屯
田
」
（
注
7
）

（
27
）  

本
位
田
菊
士
「
額
田
部
連
・
額
田
部
に
つ
い
て
」（
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
三
八

　

一
九
八
五
年
）
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倭
馬
飼
と
そ
の
牧

（
28
）  

仁
藤
敦
史
「
額
田
部
氏
の
系
譜
と
職
掌
」（
注
21
）

（
29
）  
前
田
晴
人
「
額
田
部
連
の
系
譜
と
職
掌
と
本
拠
地
」（
同
『
古
代
王
権
と
難
波
・
河

内
の
豪
族
』〈
清
文
堂
　
二
〇
〇
〇
年
〉　
初
出
一
九
九
一
年
）、
平
林
章
仁
「
日
向

の
駒
は
額
田
馬
」（
注
23
）

（
30
） 

渡
里
恒
信
「
上
宮
と
厩
戸
」（
注
23
）
も
額
田
部
と
馬
の
飼
養
を
結
び
つ
け
た
。

（
31
）  

佐
伯
有
清
「
馬
の
伝
承
と
馬
飼
の
成
立
」（
注
24
）

（
32
）  

鷺
森
「
奈
良
時
代
の
牧
と
馬
の
貢
上
」（『
奈
良
学
研
究
』
一
五
　
二
〇
一
三
年
）

で
示
し
た
大
倭
国
宇
智
郡
の
鼠
（
高
）
栗
栖
の
牧
は
そ
れ
に
該
当
す
る
と
考
え
る
。




